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第３次美里町行政改革大綱 令和２年度の取組について 

【令和２年４月から令和３年３月まで】 

 

令和３年７月 

総務課行政改革推進係 

  

１ はじめに 

 これまで町は、平成１９年に美里町行政改革大綱を平成２４年に第２次美里町行政改革

大綱をそれぞれ策定し、これに基づき平成２８年度まで行政改革に取り組んできた。町を取

り巻く厳しい社会状況の中、職員の意識改革を図りながら引き続き行政改革に取り組むべ

く、平成２９年度に第３次美里町行政改革大綱（以下「第３次大綱」という。）を策定し、

実施計画書に基づき行政改革の取組を行っている。 

 

２ 第３次大綱に基づく令和２年度の取組とその検証 

令和２年度の各取組については、前年度までに取組が完了したもの及び美里町総合計画・

美里町総合戦略による取組としたものを除き、重点的に取り組むもの６項目、継続して取り

組むもの４項目の合計１０を取組項目とした。 

また、同様に実施計画についてもその内容を精査し、１８の実施計画について、実施計画

ごとの調書による進捗管理を行った。 

 

【 前年度末までに除外した取組項目 】 

項目№ 項目名 詳細 

１ 町税等収納率の向上及び租税教育 町税等収納率の向上 

２    〃 租税教育の実施 

７ 財政健全化計画の推進及び公表  

９ 下水道事業の経営健全化  

１０ 水道事業の経営健全化  

１１ 町立南郷病院の経営健全化  

１２ 第三セクターの経営改善  

２４ 
専門的な知識、経験を有する人材の活用と職

員の質の向上 
 

２５ 職員研修の計画的な実行  

２９ 電子自治体の推進  

３３ 行政需要の把握とその対応 高齢運転者の交通事故対策 

３４    〃 子どもの貧困対策 

３７ 組織機構の見直し 子育て世代包括支援センター 

３８ 行政情報のわかりやすい提供  

３９ 住民懇談会の実施  

４０ 住民自治と住民参画  

４２ 附属機関等への公募委員の登用 附属機関等委員の公募 

４３    〃 附属機関等委員の女性登用 
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【 前度末までに事業完了とした実施計画 】 

項目№ 項目名 詳細 

８ 補助金等の見直し  

１６ 事務事業、施設管理の民間手法の推進 学校業務員 

１９    〃 子育て世代包括支援センター 

２２    〃 コミュニティセンター 

２３    〃 図書館 

２７ 職員定員適正化計画の策定と公表  

３６ 組織機構の見直し 介護（地域包括ケアシステム） 

 

【 前年度末までに取組項目を統合した実施計画 】 

項目№ 項目名 詳細 

３０ 全庁的な内部統制の構築 職員研修、人事評価制度 

 

３ 実施計画の取組状況 

 各実施計画の取組状況の概要については、別添「第３次美里町行政改革大綱 令和２年度

実施計画書」のとおりである。 

（１）財政基盤の強化 

  財政基盤の強化については、取組項目３項目、４つの実施計画に取り組んだ。 

  公共施設マネージメントについては、第２次美里町総合計画・美里町総合戦略（以下「第

２次総合計画」という。）の策定に伴い、今後は、第２次総合計画の取組として進行管理

を行うこととした。 

  未利用地の売却等については、職員宿舎の土地・建物及び公共物の用途廃止による払下

げを行った。 

公共施設の使用料等、受益者負担の見直しについては、公共施設の維持管理等に必要な

コストを算定する統一基準として、公共施設使用料の見直しに関するガイドラインを策

定し、ガイドラインに基づき施設区分によるコスト比較を行った上で、見直しの判断を行

う方針とした。 

広告収入等の確保については、ネーミングライツ対象施設の選定と制度導入に向けた

検討を継続する。 

 

（２）行政サービスの質の向上 

  行政サービスの質の向上については、取組項目２項目、７つの実施計画に取り組んだ。 

  全町的な内部統制の構築については、事務事業事故等発生報告書の作成により庁内で

発生した事故等の発生リスクを把握し、発生原因の究明と再発防止策を検討し、事務改善

を図るとともに、同様の事故等がないか全庁的な確認を行うなどの仕組みを構築した。 

事務事業、施設管理の民間手法の推進については、町民生活課窓口業務の一部や中学校

の学校給食調理業務を民間事業者に委託した。 

児童館の運営については、児童厚生施設運営協議会に今後の児童館運営について諮問

し、放課後児童クラブと分離しそれぞれ専用の場所での運営、施設を集約し機能の充実を

図るとの答申を得た。運営の委託に関しては今後の検討課題とした。 
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幼保一体化ついては、教育委員会と子ども家庭課との協議により、認定こども園に移行

する方針とした。この方針に基づき、民営化・委託化の検討を行う。 

これらの取組については、第２次総合計画の策定に伴い、今後は、第２次総合計画の取

組として進行管理を行うこととした。 

また、公の施設の指定管理については、各施設の指定管理者制度の導入検討が完了し、

当該指定管理制度について、統一的な運用指針による検証体制が確立したため、令和２年

度で取り組み完了とした。 

 

（３）社会情勢等の変化に対応した行政サービスと公民連携 

  社会情勢等の変化に対応した行政サービスと公民連携については、取組項目１項目、２

つの実施計画に取り組んだ。 

  行政需要の把握とその対応を迅速的確に行うため、総合案内相談窓口を設置し、庁舎で

の案内業務は定着してきており、要望６件、苦情１件、相談９０件、情報提供２件が寄せ

られ、また、案内業務は５，５５０件あり、ニーズに沿った適切な対応を行った。 

住民等から寄せられた要望、意見等の政策への反映及びその公表の仕組みの見直しに

ついては、管理方法を見直し、庁内共通ツールによる進捗管理を行う方針とした。今後、

管理ツールの改善と標準化マニュアルによる情報公開基準の整備を進める。なお、本取組

については、第２次総合計画の策定に伴い、今後は、第２次総合計画の取組として進行管

理を行うこととした。 

 

（４）改善しながら継続する取組 

  上記（１）から（３）の３つの重点的に取り組むもののほか、これまで取り組んできた

項目のうち、改善しながら継続していくものとした取組については、取組項目４項目、５

つの実施計画に取り組んだ。 

人材育成のための人事評価制度の適切な運用として、令和元年度に見直した人事評価

手法を継続して実施した。また、職員が状況に応じた働き方を選択できるよう、職員希望

降格制度を創設した。人事評価結果をどの様に処遇へ反映するかについては、継続して検

討する。なお、本取組については、第２次総合計画の策定に伴い、今後は、第２次総合計

画の取組として進行管理を行うこととした。 

窓口の住民サービスの充実については、窓口業務の一部を委託した。委託業務の安定稼

動により、更なる住民サービスの満足度の向上を図る。また、マイナンバーカードの普及

を見越した住民サービスとして、住民票の写しや印鑑証明書等の一部諸証明について、コ

ンビニ交付を令和３年度から行うこととした。 

  組織機構の見直しについては、ワーキンググループで検討した結果について中間報告

を行った。今後、中間報告に対する、庁内の意見・要望を集約し、社会の情勢に応じ、住

民サービスを効率よく提供できる組織体制を引き続き検討する。また、上下水道事業の組

織見直しについては、令和３年４月に上下水道課を設置したことから令和２年度で取り

組み完了とする。 

  会議及び会議録の公開については、会議開催時の業務状況に応じ会議録作成の委託対
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応について検討するよう周知した。会議後、会議録公開までの日数は、短縮傾向にあり、

引き続き、１月以内に公表できる仕組みを検討する。 

 

 【 令和２年度行政改革取組項目数 】 

 取組項目 

実施計画

項目 

 

うち総合計画

で取組むもの 

うち事業終了

したもの 

（１）財政基盤の強化 ３ ４ １ － 

（２）行政サービスの質の向上 ２ ７ ６ １ 

（３）社会情勢等の変化に対応し 

た行政サービスと公民連携 

１ ２ １ － 

（４）改善しながら継続する取組 ４ ５ １ １ 

合  計 １０ １８ ９ ２ 

 

４ おわりに 

行政改革の取組は、その時々の社会情勢等を踏まえ、新たな仕組みを構築し、住民の福祉

の向上につなげるものである。昨今、特に新型コロナウイルスに関する取組については、状

況に応じスピーディに行政運営の仕組みを見直し、改善して取り組むことが一層重要であ

ることが顕著となった。 

計画期間４年目となる令和２年度については、前年度に引き続き実施計画に基づき各取

組を進めるとともに、令和３年度から５年間の計画とした第２次総合計画の策定に伴い、行

政改革として取り組むべき項目か改めて検討を行い、第２次総合計画の取組とした項目に

ついては、取組項目から除外した。令和３年度が第３次大綱の最終年となることから、今回

行った「行政改革として取り組むべき項目」についての検討を踏まえ、今後の行政改革の位

置付け及び在り方を検討する必要がある。 

行政改革は、職員の意識改革を進め、限られた資源（ヒト、モノ、カネ、情報）の有効活

用を意識し、最少の経費で最大の効果が生み出せる組織づくりを行うとともに、改革が求め

られる様々な行政課題に迅速に対峙していく手段として、それぞれの役割と展開を明確に

区分し、進むべく方向性を見極め事務・業務を展開する必要がある。 

 



第３次美里町行政改革大綱　実施計画一覧表

項目No. 柱№ 柱 大項目№ 大項目 小項目№ 小項目 重点 詳細名称 担当課 完了
実施計画
頁№

1 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 1 町税等収納率の向上及び租税教育 重点 町税等収納率の向上 徴収対策課
R01総合計画に転換

2 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 1 町税等収納率の向上及び租税教育 重点 ・租税教育の実施 税務課
Ｈ29総合計画に転換

3 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 2 未利用地の売却及び活用 重点 ・公共施設等の管理（公共施設マネージメント） 防災管財課
R02第２次総合計画に転換

1

4 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 2 未利用地の売却及び活用 重点 ・未利用地の売却等 防災管財課 3

5 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 3
公共施設の使用料等、受益者負担の見
直し

重点 防災管財課 5

6 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 4 広告収入等の確保 重点 総務課 7

7 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

5 財政健全化計画の推進及び公表 企画財政課
Ｈ29総合計画に転換

8 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

6 補助金等の見直し 総務課
R01方向性決定完了

9 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

7 下水道事業の経営健全化 下水道課
Ｈ29総合計画に転換

10 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

8 水道事業の経営健全化 水道事業所
Ｈ29総合計画に転換

11 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

9 町立南郷病院の経営健全化 町立南郷病院
Ｈ29総合計画に転換

12 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

10 第三セクターの経営改善 産業振興課
Ｈ30方向性決定完了

13 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 1 全庁的な内部統制の構築 重点 総務課
R02第２次総合計画に転換

9

14 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 全庁的な業務委託 総務課
R02第２次総合計画に転換

11

15 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 給食センター 教育総務課
R02第２次総合計画に転換

13

16 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 学校業務員 教育総務課
Ｈ29方向性決定完了

17 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 指定管理 総務課
R02方向性決定完了

15

18 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 保育所 子ども家庭課
R02第２次総合計画に転換

17

19 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 子育て世代包括支援センター 子ども家庭課
Ｈ29方向性決定完了

20 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 児童館 子ども家庭課
R02第２次総合計画に転換

19

21 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 幼稚園運営 教育総務課
R02第２次総合計画に転換

21

22 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 コミュニティセンター まちづくり推進課
Ｈ30方向性決定完了

23 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 図書館 教育総務課
Ｈ30方向性決定完了

24 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 3
専門的な知識、経験を有する人材の活
用と職員の質の向上

重点 総務課
R01総合計画に転換

25 2 行政サービスの質の向上 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

1 職員研修の計画的な実行 総務課
Ｈ29総合計画に転換

26 2 行政サービスの質の向上 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

2
人材育成のための人事評価制度の適
切な運用

総務課
R02第２次総合計画に転換

23

27 2 行政サービスの質の向上 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

3 職員定員適正化計画の策定と公表 総務課
R01方向性決定完了

28 2 行政サービスの質の向上 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

16
窓口・公共施設等の住民サービスの充
実

町民生活課 25

29 2 行政サービスの質の向上 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

17 電子自治体の推進 総務課
Ｈ30総合計画に転換

30 2 行政サービスの質の向上
2
4

行政サービスの質の向上／第2次大綱
から改善しながら継続する取組

1
1/2

全庁的な内部統制の構築 重点
／職員研修の計画的な実行／人材育成のため
の人事評価制度の適切な運用

総務課
Ｈ29項目統合・施策転換

31 ③
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

1 行政需要の把握とその対応 重点 相談窓口の周知 総務課 27

32 ③
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

1 行政需要の把握とその対応 重点 行政への意見、要望、相談、苦情 総務課
R02第２次総合計画に転換

29

※「柱」欄、○付数字は重点項目 1/2



第３次美里町行政改革大綱　実施計画一覧表

項目No. 柱№ 柱 大項目№ 大項目 小項目№ 小項目 重点 詳細名称 担当課 完了
実施計画
頁№

33 ③
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

1 行政需要の把握とその対応 重点 ・高齢運転者の交通事故ｔ対策 防災管財課
Ｈ29総合計画に転換

34 ③
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

1 行政需要の把握とその対応 重点 子どもの貧困対策 子ども家庭課
Ｈ30総合計画に転換

35 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

4 組織機構の見直し 総務課 31

36 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

4 組織機構の見直し
・介護に関する組織再編（地域包括ケアシステ
ム）

健康福祉課
Ｈ29組織見直完了

37 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

4 組織機構の見直し ・子育て世代包括支援センターの設置 子ども家庭課
Ｈ29総合計画に転換

44 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

4 組織機構の見直し 上下水道事業の組織見直し 水道事業所、下水道課
R02方向性決定完了

33

38 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

11 行政情報の分かりやすい提供 総務課
Ｈ30総合計画に転換

39 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

12 住民懇談会の実施 総務課
Ｈ29総合計画に転換

40 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

13 住民自治と住民参画 まちづくり推進課
R01総合計画に転換

41 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

14 会議及び会議録の公開 総務課 35

42 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

15 附属機関等への公募委員の登用 ・附属機関等委員の公募 総務課
Ｈ30総合計画に転換

43 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

15 附属機関等への公募委員の登用 ・附属機関等委員の女性登用 総務課
Ｈ29総合計画に転換

※

※

※

は、取組から除外した取組項目（除外年度は備考欄に記載）

は、令和2年度末に完了とし、取組から除外した取組項目

は、令和2年度末に第2次総合計画に転換し除外した取組項目

黒字

赤字

青字

※「柱」欄、○付数字は重点項目 2/2
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